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大 臣 官 房 長
施 設 等 機 関 の 長
各 幕 僚 長
情 報 本 部 長 殿
技 術 研 究 本 部 長
装 備 本 部 長
防 衛 施 設 庁 長 官

人 事 教 育 局 長

人 事 発 令 に つ い て （ 通 知 ）

人 事 発 令 に 関 し て 、 下 記 の と お り 実 施 す る こ と と さ れ た の で 通 知
す る 。
な お 、 長 官 が 行 う 人 事 発 令 （ 人 発 １ 第 ２ ４ 号 。 ３ ５ ． ２ ． ２ ０ ）

、 人 事 発 令 （ 人 発 １ 第 ３ ０ 号 。 ３ ６ ． ３ ． ８ ） 及 び 長 官 が 行 う 自 衛
官 の 人 事 発 令 に 関 す る 辞 令 書 の 交 付 等 に つ い て （ 人 １ 第 ５ ２ １ 号 。
４ ６ ． ３ ． ３ ） は 廃 止 す る 。

記

１ 防 衛 大 臣 が 行 う 人 事 発 令 の 伝 達
(1 ) 人 事 発 令 の 伝 達 は 、 人 事 発 令 通 知 書 を 防 衛 省 本 省 の 当 該 施 設

等 機 関 の 長 、 当 該 幕 僚 長 、 情 報 本 部 長 、 防 衛 監 察 監 、 当 該 地 方
防 衛 局 長 又 は 防 衛 装 備 庁 長 官 に 送 付 し て 行 う も の と す る 。

(2 ) 隊 員 の 任 免 等 の 人 事 管 理 の 一 般 的 基 準 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３
７ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ６ ６ 号 。 以 下 「 基 準 訓 令 」 と い う 。 ） 第 １ ６
条 か ら 第 １ ８ 条 ま で の 規 定 に よ り 隊 員 に 辞 令 書 の 交 付 を 行 う 場
合 に つ い て は 、 人 事 発 令 通 知 書 と あ わ せ て 辞 令 書 を 送 付 し 、 辞
令 書 は 本 人 に 交 付 す る も の と す る 。

(3 ) 任 命 権 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ６ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ４ 号 ） 第 １ １
条 に 規 定 す る 職 に 自 衛 官 を 補 職 す る 場 合 に は 、 基 準 訓 令 第 １ ８
条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 辞 令 書 を 本 人 に 交 付 す る も の と す る 。

(4 ) 自 衛 官 の 人 事 発 令 通 知 書 の 様 式 は 、 次 の と お り と す る 。

（ 記 号 ） 第 号
平 成 年 月 日

（ 部 隊 等 の 長 ） 殿
人 事 教 育 局 長



人 事 発 令 通 知

（ 発 令 事 項 ）

（ 以 上 年 月 日 付 ）

ア 記 号 は 、 機 関 別 に 次 の と お り と す る 。
大 臣 官 房 長 あ て 内
防 衛 大 学 校 長 あ て 大
防 衛 医 科 大 学 校 長 あ て 医
防 衛 研 究 所 長 あ て 研
統 合 幕 僚 長 あ て 統
陸 上 幕 僚 長 あ て 陸
海 上 幕 僚 長 あ て 海
航 空 幕 僚 長 あ て 空
情 報 本 部 長 あ て 情
防 衛 監 察 監 あ て 監
北 海 道 防 衛 局 長 あ て 北
東 北 防 衛 局 長 あ て 東
北 関 東 防 衛 局 長 あ て 関
南 関 東 防 衛 局 長 あ て 南
近 畿 中 部 防 衛 局 長 あ て 近
中 国 四 国 防 衛 局 長 あ て 中
九 州 防 衛 局 長 あ て 九
沖 縄 防 衛 局 長 あ て 沖
防 衛 装 備 庁 長 官 あ て 装

イ 番 号 は 、 暦 年 ご と に 、 機 関 別 に 、 一 連 番 号 と す る 。
(5 ) 事 務 官 等 の 人 事 発 令 通 知 書 の 様 式 は 、 次 の と お り と す る 。

（ 記 号 ） 第 号
平 成 年 月 日

（ 部 隊 等 の 長 ） 殿
大 臣 官 房 長

人 事 発 令 通 知

（ 発 令 事 項 ）

（ 以 上 年 月 日 付 ）



ア 記 号 は 、 機 関 別 に 次 の と お り と す る 。
防 衛 大 学 校 長 あ て 防 大
防 衛 医 科 大 学 校 長 あ て 医 大
防 衛 研 究 所 長 あ て 防 研
統 合 幕 僚 長 あ て 統 幕
陸 上 幕 僚 長 あ て 陸 自
海 上 幕 僚 長 あ て 海 自
航 空 幕 僚 長 あ て 空 自
情 報 本 部 長 あ て 情 本
防 衛 監 察 監 あ て 監 本
北 海 道 防 衛 局 長 あ て 北 防
東 北 防 衛 局 長 あ て 東 防
北 関 東 防 衛 局 長 あ て 関 防
南 関 東 防 衛 局 長 あ て 南 防
近 畿 中 部 防 衛 局 長 あ て 近 防
中 国 四 国 防 衛 局 長 あ て 中 防
九 州 防 衛 局 長 あ て 九 防
沖 縄 防 衛 局 長 あ て 沖 防
防 衛 装 備 庁 長 官 あ て 装 庁

イ 番 号 は 、 暦 年 ご と に 、 機 関 別 に 、 一 連 番 号 と す る 。
２ そ の 他 の 者 が 行 う 人 事 発 令 の 伝 達

発 令 者 が 、 当 該 隊 員 の 所 属 の 長 を 通 じ て 伝 達 す る も の と す る 。
３ 補 職 の 「 職 」 及 び そ の 呼 称
(1 ) 防 衛 大 臣 の 行 う 補 職 の 「 職 」 は 、 法 律 、 政 令 又 は 省 令 に よ り

設 け ら れ た 職 及 び 防 衛 大 臣 が 訓 令 に よ り 設 け た 職 （ 別 に 指 定 す
る 。 ） と す る 。

(2 ) 前 項 の 職 は 、 お お む ね 、 部 長 、 課 長 、 室 長 及 び こ れ ら に 準 ず
る も の と す る 。

(3 ) 職 及 び 勤 務 箇 所 の 呼 称 は 、 次 の 要 領 に よ る も の と す る 。
ア 防 衛 省 本 省 の 施 設 等 機 関

防 衛 大 学 校 訓 練 部 長
防 衛 医 科 大 学 校 幹 事
防 衛 研 究 所 所 員

イ 各 幕 僚 監 部
統 合 幕 僚 監 部 運 用 部 運 用 第 １ 課 勤 務
陸 上 幕 僚 監 部 監 理 部 長
陸 上 幕 僚 監 部 人 事 部 人 事 計 画 課 制 度 班 長
海 上 幕 僚 監 部 防 衛 部 防 衛 課 長
航 空 幕 僚 監 部 首 席 衛 生 官 付

ウ 各 自 衛 隊 の 部 隊
東 部 方 面 総 監
東 部 方 面 総 監 部 総 務 部 長
第 １ 師 団 幕 僚 長
第 ８ 普 通 科 連 隊 長
横 須 賀 地 方 総 監
横 須 賀 地 方 総 監 部 管 理 部 長
阪 神 基 地 隊 司 令
第 ５ 護 衛 隊 司 令
中 部 航 空 方 面 隊 司 令 官



航 空 総 隊 司 令 部 防 衛 部 長
第 ３ 航 空 団 司 令
第 １ １ 飛 行 教 育 団 基 地 業 務 群 司 令

注 各 自 衛 隊 の 部 隊 の 呼 称 に は 、 陸 上 自 衛 隊 、 海 上 自 衛 隊 又
は 航 空 自 衛 隊 の 隊 名 を 冠 し な い も の と す る が 、 他 の 自 衛 隊
に 同 一 の 名 称 が あ る も の に つ い て は 、 こ れ を 冠 す る も の と
す る 。

エ 情 報 本 部 、 防 衛 監 察 本 部 又 は 地 方 防 衛 局
情 報 本 部 情 報 官
防 衛 監 察 本 部 監 察 官
北 海 道 防 衛 局 防 衛 補 佐 官

オ 防 衛 装 備 庁
防 衛 装 備 庁 長 官 官 房 艦 船 設 計 官
防 衛 装 備 庁 下 北 試 験 場 長


